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教育法規

旧教育基本法第10条

教育は、不当な支配に服すること
なく、国民全体に対し直接に責任を
負つ行われるべきものである。

教育行政は、この自覚のもとに、
教育の目的を遂行するに必要な諸
条件の整備確立を目標として行わ
れなければならない。

教育基本法第１６条

教育は、不当な支配に服することなく、こ
の法律及び他の法律の定めるところにより
行われるべきものであり、教育行政は、国と
地方公共団体との適切な役割分担及び相
互の協力の下、公正かつ適正に行われな
い。
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•教育課程に基づく学習指導などの教育活動に関すること
•学校の施設設備、教材教具に関すること
•文書作成や人事管理事務、会計事務などの学校の内部事務に関すること
•教育委員会などの行政機関やPTA、社会教育団体などとの渉外に関すること

主幹教諭

• 学校教育法第３７条第９項

主幹教諭は、校長（副校長を置く小学校にあっ
ては、校長及び副校長）及び教頭を助け、命を

受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育
をつかさどる。

調整

担当・管理

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E8%82%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E8%82%B2%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A
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なぜ あなたは そこに座っていられるのか？

• （教育基本法9条）（研修）
法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究
と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

• （教育公務員特例法21条）（研修）
教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなけ
ればならない。

• （教育公務員特例法22条）（研修の機会）
教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。

• （教育公務員特例法22条2項）（研修の機会）
教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所
を離れて研修を行うことができる。

• 「承認研修」または「職専免研修」

地方公務員法第35条
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力
のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にの
み従事しなければならない。
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教育公務員特例法第22条(旧20条）第2
項をめぐる司法判断 札幌高裁昭52.2.10判決

• 札幌高裁昭52.2.10判決 (教特法第 20 条第 2 項)は、本属長に服務監督権者として、校務の運営
に遺憾なからしめる見地から授業は勿論勤務場所での勤務全般に及ぼすことあるべき支障の有
無を判断せしめると共に、教育公務員たる身分を有する教員に職務専念義務を免除し当該研修
をなすことを公に承認することから直接、間接に生ずべき広義の学校運営上の影響の有無、程
度等をも考慮して申し出に対する承認の当否を判断せしめる意味において、承認権を付与してい
るものと解すべきである。すなわち、教特法第 20 条第 2 項は、「本属長の承認」とは別に、「授業
に支障のない限り」との要件をとくに規定していることにみると、同法は校務の中でも教員の中核
的職務たる授業についてはこれをまず優先せしむべく、授業に支障がある限りは研修参加の承
認を許さないものとして本属長の承認権を覇束しているものと解される。しかしまた同法は、研修
を本属長の承認にかからしめているのであり、本属長は当該学校運営全般にわたりこれを総括
する責務を有し、個々の教員の勤務場所での職務内容も授業のみではなく、他の学年、学級との
関連を考慮した教育課程の編成、これに基づく諸計画の立案、学級運営、課外での児童の生活
指導、学校運営上の校務分担等に伴う各種業務があることはいうまでもなく、授業以外のこれら
校務運営上の支障を無視して職務専念義務免除をなし得ないことも自ら明らかである。のみなら
ず、校長は教員に対する服務監督権者として研修であるが故に職務専念義務を免除するもので
ある以上、社会的に多義的評価を受ける研修行為については客観的にこれを相当する事由があ
ると認め得て始めてその承認をすべきものであり、右校務の支障をこえて更に行為の態様、場所
等を勘案し、あるいは教育公務員としての身分に伴う参加の相当性等についても諸般の事情を
配慮してその当否の判断をすることが必要であるというべきである。教特法第 20 条第 2 項※の
承認は、この意味において本属長に研修の承認に伴う授業以外の諸影響を教員の服務監督者
の立場において比較考量せしめたるための裁量判断を付与しているものといわなければならな
い。※現教育公務員特例法第 22 条
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近代公教育の３原則

• 義務性，無償性，中立性
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三権分立の中の行政

• 権力が単一の機関
に集中することによ
る権利の濫用を抑止
し、権力の区別・分
離と各権力相互間の
抑制・均衡を図ること
で、国民の権利・自
由の確保を保障しよ
うとするシステム

執行

政治体系において権威を有する意思決定者によって行われた公共政策の決定を実行することに関連する活動
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法律による行政

私人の権利義務を規制できるのは法律
だけ

法律に反する行政活動は許されない

新たに国民の権利や義務に関する一
般的規律(法規)を作ることは、法律(立

法権)に独占されている
国民の代表である議会が定
めた法律に従ってのみ行わ
れなければならないこと

• 権力を用いて国民の権利・利益を制限したり剥奪したりすること

規制行政

• 国民に一定の権利・利益を与え、公共の利益を増進させること

給付行政

• 必要な資金、土地を調達すること

調達行政
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法律による行政 民主的正統性

• 議員は選挙 公務員は試験

• 民主的な法律で規定されたことしか公務員が
できないようにすれば、間接的に公務員の民
主的正統性が担保される。

• 行政が行うことは、すべて法律による規定、ま
たはその解釈によって妥当な範囲で行われれ
ば民主的正統性が担保される。
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教員と法 リーガル・マインド

○教育は愛と情熱によって行うもので，法律で教育を行うことはできない
○法律に詳しくなったからといって，指導力が高まるわけではない
○法律の発想では学校運営はうまくいかない
○教育の実践者である教員にとって，法律は縁のないものである

リーガルマインドの育成 永井 克昇 2017

○公教育は教育法規に基づいて行われる
○教育法規を知らないで学校教育を適切に運営することはできない
○教育法規を十分理解していない教員による違法行為等

○学習指導，生徒指導等のあらゆる教育活動は，定められる教育法規の下で行われ
るのであって，教員の個人的，恣意的な考え方や判断だけでは教育は成り立たない

○教員の採用から退職まで，出勤から退勤まで，教員としてのあらゆる生活は法規の
下で行われる

○学校では，生徒の発達や成長の過程で生起する様々な教育場面がある。それに適
切に対応するため，教育法規の正しい理解に基づく対応が教員に求められる

だけど！

なので！
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リーガル・マインド

• 法律の実際の適用に必要とされる、柔軟、
的確な判断

• 『論理的思考力』と『バランス感覚』

• 「知識ではなくセンス」

• ルールを知らないと作戦が立てられない！

https://kotobank.jp/word/%E5%AE%9F%E9%9A%9B-521342
https://kotobank.jp/word/%E9%81%A9%E7%94%A8-575483
https://kotobank.jp/word/%E5%88%A4%E6%96%AD-7539
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臨時休業
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教育行政と法律

教育基本法 第4条 （義務教育）国民は、その
保護する子女に、九年の普通教育を受けさせ
る義務を負う。国又は地方公共団体の設置す
る学校における義務教育については、授業料
は、これを徴収しない。

憲法第２６条第２項 すべて国民は、法律の
定めるところにより、その保護する子女に普
通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育
は、これを無償とする。

無償 ： 「子女の保護者に対しその子女に普通教育を受けさ
せるにつき、その対価を徴収しないことを定めたものであり、
教育提供に対する対価とは授業料を意味するものと認められ
るから、同条項の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが
相当である」と解する

昭和21年11月3日公布、
翌22年5月3日施行

昭和22年3月31日
公布・施行

（教育振興基本計画）
• 第十七条政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基

本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなけれ
ばならない。

教育基本法.pdf
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教育に関する法規
日本国憲法
教育基本法

学校教育法 学校教育法施行令
小学校設置基準 中学校設置基準
高等学校設置基準 幼稚園設置基準
教科用図書検定規則 教科書無償措置法

社会教育法図書館法
博物館法スポーツ振興法文
化財保護法生涯学習振興法

国家行政組織法 文部科学省設置法 地方自治法
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
地方財政法 地方交付税法 義務教育費国庫負担法 市町村立学校職員給
与負担法

国家公務員法 人事院規則
地方公務員法 教育公務員特例法
労働基準法
労働組合法

児童福祉法 少年法
少年院法
生活保護法
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公共政策の決定

• 民間部門だけでは処理・解決・準備できない国
民全体に影響のある「公共」的な課題・問題に
対処して政府や地方公共団体、つまりは国及
び地方自治体などの公的政策部門が主導を
とって、国民の社会・文化・生活の全てに於い
て有益性・安全性・平等性・公共の福祉性など
を、改善または増進させる目的で立案される施
策及びその政治的計画方針

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E5%BA%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%9B%A3%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1%E3%81%AE%E7%A6%8F%E7%A5%89
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教育はなぜ公共政策なのか？

教育投資・教育財源.pdf
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外部経済効果

• 近代啓蒙主義

• 経済活動の費用や便益が取引当事者以外に
及ぶことを「外部性」という

• 教育に関する課題は世の中が悪くなり始めて
から 遅れて問題化される。
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教育行政
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教育における国と地方の関係について
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行政委員会制度

• 教育行政において国は、議院内閣制の下、内閣がその責任にお
いて行うことを基本なので行政委員会制度を採らない

• 地方は教育委員会方式を採る

• 国は学校教育法等の制度の枠組みや学習指導要領といった全国
的な基準を定め、あるいは教員給与等の財政負担を行うこと等を
役割としており、学校の設置管理者として児童生徒に直接教育を
実施したり教職員人事を行う立場にはないため、内閣から独立し
た委員会を設けず文部科学大臣が教育行政を行っている。

• 国と地方の統治機構の違いという面からは、国が議院内閣制を
採っているのに対して地方は二元代表制を採っており、首長は、
住民による直接選挙で選出されるなど、議会との関係では極めて
強力な権限を持つ。このため、首長一人の判断によって教育内容
等が大きく左右されることがないよう、教育委員会制度を含む各種
委員会制度が設けられてきた。

公選制による首長のほか、長から独立し
た地位・権限を有する委員会等が設置さ

れている。（執行機関多元主義）
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行政委員会の種類

行政委員会の種類
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これまでの教育委員会制度等の概要
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dai2_2.pdf
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2011年10月大津市いじめ自殺事件

現行の教育委員会制度における問
題点

①教育委員長と教育長のどちらが責
任者か分かりにくい

②非常勤の委員を中心とする教育委
員会ではいじめ等の問題に対して必
ずしも迅速に対応できていない

③地域の民意が十分に反映されてい
ない

④地方教育行政に問題がある場合
に、国が最終的に責任を果たせるよ
うにする必要がある
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教育委員会制度等の在り方について」
（第二次提言）

• 教育行政の責任体制を明確にするため、首長

が、議会同意を得て直接任免を行う教育長を
責任者とする。

• 教育委員会の性格を改め、地域のあるべき姿

や、基本方針について審議を行い、教育長に
大きな方向性を示すとともに、教育長による事
務の執行状況のチェックを行う。

dai2_1.pdf
dai2_1.pdf
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徳島県教育振興大綱

徳島県教育振興アクションプラン

nara_taikou01.pdf
H29actionplan .pdf
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徳島県 令和２年度一般 会計当初予算

①

②

③

H29yosanan-omonatorikumi.pdf
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令和２年度徳島県教育委員会関係予算
・・・ ８１２億３８００万円（１６．１％）

◎人件費 ・・・ ７３２億４７００万円（９０．１％）

◎県立学校長寿命化推進事業

・・・ １４億５７００万円

◎県立博物館新常設展構築事業
・・・ ６億円

◎県立夜間中学開校準備事業
・・・ ２億６００万円

◎高校施設耐震診断・改修事業
・・・ ２億４０００万円

◎カウンセラー・ソーシャルワーカー配置事業
・・・ １億２６００万円 等
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義務教育費国庫負担制度

• すべての国民が，全国どの地域においても無
償で一定水準の義務教育を受けられるように
するため，義務教育費の大半を占める公立の
義務教育諸学校の教職員給与費について，国
と地方の負担によりその全額を保障するもの

• 負担率2分の1を３分の１に 平成１８年

• 総額裁量制度の導入

sankou003.pdf
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県費負担教職員制度

①市（指定都市除く）町村立小・中学校等の教職員は
市町村の職員であるが、設置者負担の原則の例外と
して、その給与については都道府県の負担とし、給
与水準の確保と一定水準の教職員の確保を図り、教
育水準の維持向上を図る。

②身分は市町村の職員としつつ、都道府県が人事を
行うこと とし、広く市町村をこえて人事を行うことによ
り､教職員の適正配置と人事交流を図る。
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総額裁量制
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県費負担教職員の給与負担等の移譲について

大阪市
堺市
京都市
神戸市
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平成29年地方公務員給与実態調査結果等の概要

000524203.pdf
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教員免許制度

1339300_1.pdf
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コンプライアンス（服務）.pdf
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教員の処分

• 分限処分とは職員の身分保障の限界。公務

能率の維持を目的として、一定の事由により科
せられる職員の意に反する処分

• 懲戒処分とは職員の一定の義務違反に対す

る道義的責任を問うことにより、公務員関係に
おける規律ないし秩序の維持を目的として、任
命権者が科す職員の意に反する処分
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教員の処分（懲戒）

• 免職 -職員の意に反してその職を失わせる処分をいう。

• 降任 -現に定められている職務の等級・階級を1ないし2
下位のものに下すこと。

• 停職 -一定期間、職務に従事させない処分をいう。。

• 減給 -職員に対する制裁として一定期間、職員の給与
の一定割合を減額して支給する処分をいう。国家公務
員の場合は人事院規則で、期間は最高で1年、額は俸
給の20パーセント以内と定められている。

• 戒告（譴責：けんせき） -職員の非違行為の責任を確認
し、その将来を戒める処分をいう。

：職員の一定の義務違反に対して科せられる制裁としての処分。職員の道義的責
任の追及による服務規律及び秩序の維持を目的とする

1399624_01.pdf
1399624_01.pdf
1399624_01.pdf
1399624_01.pdf
1399624_01.pdf
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教員の処分（分限）

• 免職（職員としての身分を失わせる処分）勤務実
績不良、心身の故障による職務遂行への支障等
適格性欠如、職制・定数の改廃又は予算減少によ
る廃職等

• 降任（現に占めている職より下位の職に任命する
処分）

• 休職（職を保有しつつ一定期間職務に従事させな
い処分）病気休職、起訴休職、条例で定める事由

• 降給（給料を現在より低い額に決定する処分）条
例で定める事由

職員が一定の事由により、その職責を十分に果たすことが期待しえない場合
に、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分。公務能率の維
持及び公務の適切な運営の確保を目的とする
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国家賠償法
• 日本国憲法第17条 「何人も、公務員の不法行為により、損害を
受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、そ
の賠償を求めることができる。

• 国家賠償法 第1条第1項

国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行
うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたとき
は、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
1. 「公権力の行使」にあたる
2. 「公務員」の行為
3. 「職務を行うにつき」
4. 「故意・過失」「違法」

⚫ 国家賠償１条２項 「公務員に故意または重過失があった場合に
限り、国または公共団体は、その公務員に対し求償権を有する

私立学校だったら？

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC17%E6%9D%A1
http://sikaku.kenkou-jyouhou.net/index.php?%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%B3%A0%E5%84%9F%E6%B3%95#wd0f576b
http://sikaku.kenkou-jyouhou.net/index.php?%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%B3%A0%E5%84%9F%E6%B3%95#da2029da
http://sikaku.kenkou-jyouhou.net/index.php?%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%B3%A0%E5%84%9F%E6%B3%95#q82fe24a
http://sikaku.kenkou-jyouhou.net/index.php?%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%B3%A0%E5%84%9F%E6%B3%95#ab90787b
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大分県が元顧問に対し求償権を行使することを認
めた事例

（大分地裁平成28年12月22日）
剣道部の練習中に重度の熱中症で倒れ死亡した生徒の親は、国家賠償法に
基づく損害賠償請求で大分県に勝訴していました。
しかし、元顧問に対する請求が認められなかったために、住民監査請求を
経て住民訴訟を提起し、大分県に対し元顧問に対する求償権行使を求めて
いた事例です。下記の2つの理由から重過失と認定されています。

（1）事故当時、亡くなった生徒は竹刀を落としたのに、気づかず竹刀を構えるし
ぐさを取った。熱射病による異常行動と容易に認識できたのに、元顧問は何ら
合理的な理由もなく演技をしていると決めつけ、練習を継続させ、適切な措置を
取らなかった
（2）元顧問は、元生徒を前蹴りし、倒れた生徒にまたがって10回ほど頬を平手
打ちをする、という状態を悪化させるような不適切な行為にまで及んだ。注意義
務違反の程度は重大であり、その注意を甚だしく欠いた
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学校における働き方改革に関する
緊急対策
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ブラック？ 教員

1385174_001.pdf
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教員の多忙

1355024_4.pdf
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教職調整額
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

「限定4項目」

超勤を認めている4つの項目で、

（１）生徒の実習に関する業務

（２）学校行事に関する業務

（３）教職員会議に関する業務

（４）非常災害等やむを得ない場合に必要な業務

月8時間の超過勤務に見合う額＝給料月額4%


